
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業

（単位：円）

効果

交付決定件数：42件　　　交付決定額：12,349,392円

国の持続化給付金の対象となっていなかった創業間もない事業者へ給付を行うことで、事業
の継続を支援することができた。申請者は飲食業の割合が多く、現在も営業を継続している。

写真

実施内容

市内に本店又は主たる事業所を有する中小法人等又は個人事業者で、R2.1．1～R2.4．30
の間に市内で新規創業した者で、創業した月から５月までの期間で最も売上のあった月と、
その月以降６月までの期間で５０％以上減少した月がある場合に、１事業者あたり最大30万
円を給付。

392

事業期間 R2.5.22～R2.8.19

目的
「事業を守る」取り組みの一つとして、当初、国（経済産業省）の持続化給付金の対象となって
いなかった創業間もない事業者の事業継続を支援する。

12,349,392 12,349,000

総事業費
財源内訳

臨時交付金 国庫支出金 県支出金 地方債 その他特財 一般財源

実施計画№ 事業名称 担当課

15 創業小規模事業者持続化支援事業 産業政策課


